
（様式 6） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

審査基準（不利益処分関係） 

資料番

号 
11 担当課 薬務衛生課 

法 令

名 
毒物及び劇物取締法 

根拠条

項 

２２－

６ 

不利益

処分の

種類 

毒物劇物取扱責任者設置

義務違反等に対する措置

命令 

 

○毒物及び劇物取締法 

(昭和二十五年十二月二十八日) 

(法律第三百三号 

(業務上取扱者の届出等) 

第二十二条  

６ 厚生労働大臣又は都道府県知事（第一項に規定する者の事業場又は前項に規

定する者の業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所の所在地が保健所を設置す

る市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項において同

じ。）は、第一項に規定する者が第四項で準用する第七条若しくは第十一条の規

定若しくは同項で準用する第十九条第三項の処分に違反していると認めると

き、又は前項に規定する者が同項で準用する第十一条の規定に違反していると

認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、必要な措置をとるべき旨

を命ずることができる。 

 

(毒物又は劇物の取扱) 

第十一条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又

は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。 

２ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇

物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又

は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地

下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。 

３ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は

研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場

合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要

な措置を講じなければならない。 

４ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物に

ついては、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用しては

ならない。 

 

(登録の取消等) 

第十九条 

３ 都道府県知事は、毒物若しくは劇物の製造業、輸入業若しくは販売業の毒物

劇物取扱責任者について、その者にこの法律に違反する行為があつたとき、又

はその者が毒物劇物取扱責任者として不適当であると認めるときは、その毒物

又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者に対して、その変更を命ずること

ができる。 

 

 



（様式 6） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

審査基準（不利益処分関係） 

資料番

号 
11 担当課 薬務衛生課 

法 令

名 
毒物及び劇物取締法 

根拠条

項 

２２－
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処分の

種類 

毒物劇物取扱責任者設置

義務違反等に対する措置

命令 

 

(業務上取扱者の届出等) 

第二十二条 政令で定める事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウ

ム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごと

に、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以内

に、厚生労働省令の定めるところにより、次号に掲げる事項を、その事業場の所

在地の都道府県知事（その事業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区

域にある場合においては、市長又は区長。第参考において同じ。）に届け出なけ

ればならない。 

一 氏名又は住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) 

二 シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物のうち取

り扱う毒物又は劇物の品目 

三 事業場の所在地 

四 その他厚生労働省令で定める事項 

２ 前項の規定に基づく政令で制定された場合においてその政令の施行により同

項に規定する者に該当することとなつた者は、その政令の施行の日から三十日以

内に、同項の例により同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。 

３ 前二項の規定により届出をした者は、当該事業場におけるその事業を廃止した

とき、当該事業場において第一項の毒物若しくは劇物を業務上取り扱わないこと

となつたとき、又は同項各号に掲げる事項を変更したときは、その旨を当該事業

場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 第七条、第八条、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十五条の三、第十

七条、第十八条並びに第十九条第三項及び第五項の規定は、第一項に規定する者

(第二項に規定する者を含む。以下この条において同じ。)について準用する。こ

の場合において、第七条第三項中「その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道

府県知事」とあるのは「その事業場の所在地の都道府県知事（その事業場の所在

地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区

長。第十五条の三、第十八条第一項並びに第十九条第三項及び第五項において同

じ。）」と、第十五条の三中「都道府県知事（毒物又は劇物の販売業にあつてはそ

の店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては

市町又は区長とし、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地が指定

都市の区域にある場合においては指定都市の長とする。第十八条第一項、第十九

条第四項及び第五項、第二十条第二項並びに第二十三条の二において同じ。）」と

あるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 

 

 

 


